
   寄居町エコハウス推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、地球温暖化対策を推進し、環境への負荷の少ない持続

可能な社会の実現のため、再生可能エネルギー導入や省エネルギー化を図

る機器等を設置する町民に対し、予算の範囲内においてその設置費用の一

部を寄居町エコハウス推進事業補助金（以下「補助金」という。）として

交付することについて、寄居町補助金等の交付手続等に関する規則（平成

３０年寄居町規則第１３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

⑴ 町民 規則第１３条の報告書（様式第９号。以下「実績報告書」とい

う。）の提出時において、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

の規定に基づき、町の住民基本台帳に記録されている者をいう。 

⑵ 住宅 次号及び第４号で規定するもののうち玄関、台所、トイレ、浴

室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、自ら

が居住するための家屋又は独立して居住の用途に供することができる家

屋の一区分（事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場

合は、住宅用部分の面積が延床面積の２分の１以上のもの）であって、

賃貸住宅以外のものをいう。 

⑶ 戸建住宅 一の建物が一の住宅であって、建物の区分所有等に関する

法律（昭和３７年法律第６９号。第５号において「区分所有法」という。）

第２条の区分所有権を有さない住宅をいう。 

⑷ 集合住宅 一棟の建物が、共有部分を除き、構造上、数個の部分に区

画され、各区画がそれぞれ独立して住居に供される住宅をいう。 

⑸ 管理組合 区分所有法第２５条第１項の管理者又は区分所有法第４７

条第１項の管理組合法人をいう。 

⑹ 新築 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号）第２条第２項に規定する新築住宅をいう。 

⑺ エコハウス事業 第４条各号に掲げるエコハウス事業対象機器を設置

（機器の設置（附帯設備を含む。）及び工事の施工（附帯工事を含む。）

をいう。）する事業をいう。 

⑻ ＨＥＭＳ機器 家庭での部屋ごと又は電化製品ごとのエネルギー使用

状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン等に表示すること

により、エネルギーの「見える化」を図るとともに、家庭における快適

性や省エネルギーを支援するシステムをいう。 



 （補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は、次のいずれにも該当する事業とする。 

⑴ 町民が規則第７条第１項の交付決定通知後に住宅に実施するエコハウ

ス事業であること。ただし、寄居町まちなか居住促進補助金交付要綱（令

和２年寄居町告示第５４号。以下「居住促進補助金交付要綱」という。）

第７条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が行うエコハウス事

業は、この限りでない。 

⑵ 前号のエコハウス事業を行う町民（以下「補助対象者」という。）が、

寄居町暴力団排除条例（平成２４年寄居町条例第４号）第２条第２号の

暴力団員に該当しない事業であること。 

⑶ 補助対象者自ら居住する戸建住宅にエコハウス事業を実施する場合は、

当該戸建住宅の全ての所有者から同意を得ている事業であること。 

⑷ 補助対象者自ら居住する集合住宅の専有部分にエコハウス事業を実施

する場合は、当該集合住宅の専有部分の全ての所有者から同意を得てい

る事業であること。 

⑸ 補助対象者自ら居住する集合住宅の共有部分に自ら使用するためのエ

コハウス事業を実施する場合は、共有部分の全ての所有者から同意又は

管理組合の同意を得ている事業であること。 

⑹ 補助対象者及び補助対象者以外にエコハウス事業を実施する住宅に共

有者がいる場合は、その全員が町税の滞納をしていない事業であること。  

⑺ 別表第１に定めるエコハウス事業の事業完了日までにエコハウス事業

を完了し、実績報告書の提出ができる事業であること。 

２ 補助対象者が当該住宅を２人以上で所有しているときは、所有者のいず

れか１人を補助対象者とする。 

 （補助対象機器） 

第４条 エコハウス事業のうち補助対象となる機器は、次に掲げるエコハウ

ス事業対象機器とする。この場合において、対象機器は未使用品に限り、

リース品は対象外とする。 

⑴ 太陽光発電設備 太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電

し、余剰の電力が逆潮流するシステム 

⑵ 太陽熱利用システム（自然循環型） 太陽熱エネルギーで温めた水を、

循環ポンプを用いずに自然対流させ、そのまま給湯に利用できるシステ

ム 

⑶ 太陽熱利用システム（強制循環型） 太陽熱エネルギーで温めた空気

又は不凍液等を熱媒とし、循環ポンプを用いて、蓄熱槽で熱交換を行う

ことで、間接加熱により給湯などに利用するシステム 

⑷ 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 都市ガス、ＬＰガス、

灯油などから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発



電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム 

⑸ 家庭用蓄電池 再生可能エネルギー等により発電した電力又は夜間電

力などを利用して繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時な

ど必要に応じて電気を活用することができるシステム 

⑹ 電気自動車等充給電設備（Ｖ２Ｈ） 電気自動車等に搭載された蓄電

池と宅内の分電盤を接続することで、自動車と住宅とで電気を融通しあ

う受給電システム 

⑺ 地中熱利用システム 年間を通して、安定した温度の地中熱（地下水

熱を含む。）を熱源とし、ヒートポンプの活用による空調又は給湯など

を行うシステム 

２ 前項に規定するエコハウス事業に対する補助金の申請をする場合は、電

気使用量の「見える化」を推進するため、規則第１３条に規定する報告書

の提出期限までにＨＥＭＳ機器が設置され、かつ専用のモニターやパソコ

ン、スマートフォン等により、部屋ごと又は電化製品ごとのエネルギー使

用状況を確認できる状態であることを条件とする。 

 （立地適正化計画による加算） 

第５条 町内の居住誘導区域内への人口誘導を図るため、居住促進補助金交

付要綱第７条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が行うエコハウ

ス事業ごとに１回を限度として、別表第２に定める金額を加算する。 

 （補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、別表第３に定める経費の内訳とする。 

 （補助金の額等） 

第７条 町長が交付する補助金の額は、第４条第１項各号に掲げるエコハウ

ス事業の種類に応じ、それぞれ別表第４の補助金額の欄に掲げる金額（別

表第２の加算がある場合は当該金額を加算した額）又はエコハウス事業ご

との補助対象経費から国、県の補助金等の補助額を控除した額の１／２の

いずれか低い額とする。 

２ 前項の場合において、エコハウス事業ごとの補助金の額に１，０００円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付回数は、同一の住宅に同種類のエコハウス事業の実施につ

き１回限りとする。 

 （交付申請） 

第８条 規則第４条第１項の申請書の様式は、寄居町エコハウス推進事業補

助金交付申請書（様式第１号。以下「補助金申請書」という。）のとおり

とする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助金申請者」という。ただ

し、第５条で規定する立地適正化計画による加算を受ける申請者（以下「立

適加算申請者」という。）を除く。）は、エコハウス事業を実施する前に、



別表第１に定める申請書受付期間内において、規則第４条第２項第４号の

規定により、次に掲げる書類を補助金申請書に添えて、町長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 補助金交付申請書添付書類一覧（様式第２号） 

⑵ エコハウス事業補助金額計算書（様式第３号） 

⑶ 補助対象経費等内訳書（様式第３号別紙） 

⑷ 申請時に新築かつ未登記の建物に設置予定の場合は、当該住宅の建築

基準法第６条第４項の規定による「確認済証」の写し 

⑸ 建物の所在地がわかる案内図 

⑹ 設置予定箇所の位置図及び現況カラー写真（エコハウス事業実施前の

写真であって、住宅全体及び施工箇所が確認できるように撮影したもの） 

⑺ 契約書の写し、仕様書、パンフレット及び図面の書類 

⑻ 第２号で規定する書類の提出ができない場合においては、契約業者又

は設置（施工）業者が作成した見積書等（エコハウス事業ごとの金額並

びに対象工事の内容及び金額の内訳が確認できるもの） 

⑼ 申請者並びにエコハウス事業を実施する住宅の所有者及び共有者の寄

居町における税の滞納がないことを証する書類 

⑽ 次に掲げるエコハウス事業ごとに定める書類 

ア 太陽光発電設備 パネルのレイアウトが確認できる図面 

イ 家庭用蓄電池 蓄電池の容量が分かるパンフレット等 

ウ 地中熱利用システム 掘削孔の深度等が確認できる図面 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

３ 立適加算申請者は、別表第１に定める申請書受付期間内において、補助

金申請書に前項第１号から第３号まで、第５号及び第７号から第１１号ま

で並びに居住促進補助金交付要綱第８条の規定に係る補助金交付決定通知

書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。 

４ 前項で規定する補助金申請は、居住促進補助金交付要綱第８条に規定す

る補助金の交付の決定を受けた日を起算日として、１４日を経過した後で

なければすることはできない。 

５ 規則第４条第２項第１号及び第３号に掲げる事項を記載した書類の添付

については、これを要しないものとする。 

 （補助金申請書の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項の規定により、申請の取下げをしようとする者は、

寄居町エコハウス推進事業補助金申請取下書（様式第４号。次項において

「補助金申請取下書」という。）を速やかに町長に提出しなければならな

い。 

２ 補助金申請者又は立適加算申請者（以下「補助金申請者等」という。）

は、次条各項で規定する交付決定及び不交付決定の前において自己の都合



により補助金申請を取り下げる場合は、補助金申請取下書を速やかに町長

に提出しなければならない。 

 （交付決定等の通知） 

第１０条 規則第７条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第５号のとお

りとする。 

２ 規則第７条第２項の通知書の様式は、様式第６号のとおりとする。 

 （事業変更等の承認） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた補助金申請者等（以下「交付決定者」

という。）は、補助事業の計画を変更（エコハウス事業の追加及び補助金

交付決定額の増額を除く。）するとき、又は補助事業を中止しようとする

ときは、寄居町エコハウス推進事業計画変更（中止）承認申請書（様式第

７号。以下「変更承認申請書」という。）に第８条第２項第２号及び第３

号並びにその他変更の内容が分かる書類を添えて町長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の変更承認申請書について、その内容を審査し、寄居町エ

コハウス推進事業計画変更（中止）通知書（様式第８号）により、交付決

定者にその旨を通知するものとする。 

３ 前項の規定により計画中止の承認を受けた交付決定者は、規則第１４条

に規定する補助金の交付額の確定及び第１４条に規定する補助金の交付の

請求を町長に対し求めることはできない。 

 （実績報告） 

第１２条 実績報告書は、規則第１１条の報告を兼ねるものとする。 

２ 実績報告書は、別表第１に定める実績報告書提出期限内に次に掲げる書

類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 実績報告書添付書類一覧（様式第１０号） 

⑵ エコハウス事業補助金額計算書（様式第３号）。ただし、補助金申請

書又は変更承認申請書に添付した内容と同じ場合は、省略することがで

きる。 

⑶ 補助対象経費等内訳書（様式第３号別紙）。ただし、補助金申請書又 

は変更承認申請書に添付した内容と同じ場合は、省略することができる。 

⑷ 交付決定者の本籍及び続柄が掲載された住民票の写し（立適加算申請

者を除く。） 

⑸ 当該住宅の建物登記に係る全部事項証明書（立適加算申請者を除く。）  

⑹ エコハウス事業の実施に係る領収書の写し（領収書にエコハウス事業

以外の費用が含まれている場合は、エコハウス事業の費用が確認できる

明細書を添付すること。ただし、分割払いの場合は、支払い明細等契約

が成立したことが判明できる書類の写しを添付すること。） 

⑺ エコハウス事業を実施した住宅全体及び実施箇所が確認できるカラー



写真 

⑻ エコハウス事業の実施に係る各機器の保証書の写し 

⑼ 第４条第１号の太陽光発電設備について、電力会社との電力受給契約

を証する書類の写し又は「電力受給契約申込書」のお客さま控えの写し 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 （補助金交付額の確定） 

第１３条 規則第１４条の規定による通知は、様式第１１号のとおりとする。 

 （補助金交付の請求） 

第１４条 交付決定者は、前条の規定による通知を受理したときは、速やか

に寄居町エコハウス推進事業補助金交付請求書（様式第１２号）により補

助金の交付を請求するものとする。 

 （事務手続の代行） 

第１５条 補助対象者は、当該事業に係る補助金交付申請等の事務手続を第

三者に委任させることができる。 

 （財産の処分の制限） 

第１６条 規則第１９条の町長が定める期間は、当該補助金の交付額が確定

した日から起算して５年とする。 

２ 交付決定者は、前項の期間を経過するまでの間において、対象機器を処

分する必要が生じたときは、寄居町エコハウス推進事業補助金対象機器処

分承認申請書（様式第１３号。第４項において「処分承認申請書」という。）

を町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 天災地変その他交付決定者の責に帰することのできない理由により、対

象機器が損傷又は滅失したときも、前項と同様の手続をしなければならな

い。 

４ 町長は、第２項及び第３項の処分承認申請書について、その内容を審査

し、寄居町エコハウス推進事業補助金対象機器処分承認通知書（様式第１

４号）により、交付決定者にその旨を通知するものとする。 

 （交付決定等の取消し） 

第１７条 規則第１６条第３項及び第４項に規定する取消しをしたときの規

則第７条の規定を準用する通知の様式は、寄居町エコハウス推進事業補助

金交付決定（確定）取消通知書（様式第１５号）によるものとする。 

 （補助金の返還） 

第１８条 規則第１７号第１項に規定する補助金の返還の請求に係る通知の

様式は、寄居町エコハウス推進事業補助金返還通知書（様式第１６号）に

よるものとする。 

 （協力） 

第１９条 町長は、交付決定者に対し、町が取り組む地球温暖化対策に関す

る調査等について協力を求めることができる。 



 （その他） 

第２０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項

は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条、第８条、第１２条関係） 

申請書受付期間 エコハウス事業を実施する年度の属する年の４

月１日から翌年２月末日まで 

実績報告書提出期限 エコハウス事業完了の日から３０日以内又は当

該エコハウス事業を行う年度の３月２０日のいず

れか早い日 

 備考 

１ 申請書及び実績報告書の受付は、土日・祝日及び１２月２９日から

１月３日までを除く業務時間内とする。 

２ 受付及び提出日は、原則としてエコハウス事業主管課に到達した日

とする。ただし、土日・祝日、１２月２９日から１月３日まで及び業

務時間外に到達した場合は、翌開庁日を提出日とする。 

３ エコハウス事業完了の日は、原則としてエコハウス事業の実施に係

る領収書に記載された領収日とする。この場合において、住宅用太陽

光発電設備の場合は受給契約締結日及び買取起算日を完了日とみなす

ことができる。 

４ 申請書及び実績報告書の内容に不備がある場合や関係書類が不足し

ている場合は、受理することはできない。 

別表第２（第５条、第７条関係） 

加算名 加算条件 加算額 

立地適正化

計画加算 

寄居町まちなか居住促進補助

金交付要綱第７条の規定によ 

エコハウス事業対象機器１

基につき１００，０００円 

 り補助を受けた者  

別表第３（第６条関係） 

 エコハウス事業 補助対象経費の内訳 

１ 太陽光発電設備 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショ

ナ、その他付属機器（接続箱、直流側開閉器、交

流側開閉器）及び当該設置工事に係る費用（配

線・配線器具の購入・電気工事・足場経費等を含

む。） 

２ 太陽熱利用シス

テム（自然循環

型） 

集熱器、貯湯ユニット、架台、蓄熱槽、配管（補

助熱源装置入口まで。）、配線・配線器具、その



他附帯機器等の購入、据付及び当該工事に関する

費用 

３ 太陽熱利用シス

テム（強制循環

型） 

集熱器（一体型のものにあっては、集熱器及び貯

湯部）、架台、蓄熱槽、配管（補助熱源装置入口

まで。）、配線・配線器具、その他附帯機器等の

購入、据付及び当該工事に関する費用 

４ 家庭用燃料電池

コージェネレー

ションシステム 

燃料電池ユニット、貯湯ユニット、その他付属

品、配線・配線器具の購入・据付、配管・配管器

具の購入・据付及び当該工事に付随するその他工

事に関する費用 

５ 家庭用蓄電池 蓄電池部、電力変換装置（インバータ、コンバー

タ、パワーコンディショナ等）、その他付属機器

等の購入、据付及び当該工事に関する費用（配

線・配線器具含む。） 

６ 電気自動車等充

給電設備（Ｖ２

Ｈ） 

電力受給電設備費用、その他付属機器等の購入、

据付及び当該工事に関する費用（配線・配線器具

含む。） 

７ 地中熱利用シス

テム 

採熱井掘削、採熱パイプ、ヒートポンプ、循環ポ

ンプ、バッファタンク、リモコン、配管（熱源水

側のみ。）、配線・配線器具の購入、据付及び当

該工事に関する費用 

別表第４（第７条関係） 

 エコハウス事業 補助条件 補助金額 

１ 太陽光発電設備 ⑴から⑶までの全てに該当

するもの。 

⑴ 一般財団法人電気安全環

境研究所（ＪＥＴ）の「太陽

電池モジュール認証」相当の

認証を受けているもの、又は

同等以上の性能、品質が確

保されているもの 

⑵ 性能の保証、設置後のサポ

ート等、メーカー等によって

確保されているもの 

 ア 太陽電池モジュール（太

陽光パネル）の出力（ＪＩ

Ｓ、ＩＥＣ等の国際規格に

規定されている太陽電池

７０，０００円 



モジュールの公称最大出

力）の８０％以上の出力が

太陽電池メーカーによっ

て１０年間以上保証され

ていること。 

 イ メーカー等による対象

設備の設置後のメンテナ

ンス体制が用意されてい

ること。 

⑶ 電力会社と電力需給契約

を締結し、かつ、余剰電力を

売電するもの 

２ 太陽熱利用システ

ム（自然循環型） 

一般財団法人ベターリビン

グの優良住宅部品の認定を受

けたものであること。又は、そ

れと同等の機能を有すると町

長が認める設備であること。 

３５，０００円 

３ 太陽熱利用システ

ム（強制循環型） 

一般財団法人ベターリビン

グの優良住宅部品の認定を受

けたものであること。又は、そ

れと同等の機能を有すると町

長が認める設備であること。 

３５，０００円 

４ 家庭用燃料電池コ

ージェネレーショ

ンシステム 

一般社団法人燃料電池普及

促進協会（ＦＣＡ）が指定した

「エネファームの機器登録リ

スト」に登録されているもので

あること。 

７０，０００円 

５ 家庭用蓄電池 ⑴から⑶までの全てに該当 

するもの 

⑴ リチウムイオン蓄電池を

搭載したシステムで、蓄電容

量が１ｋＷｈ以上あること。 

⑵ 蓄電池について、ＪＩＳ規

格又は一般社団法人電池工

業会規格に準拠しているこ

と。 

⑶ 再生可能エネルギー等に

より発電した電力等を繰り

７０，０００円 



返し蓄え、住宅の電力として

使用するために、必要な機能

を有するものであること。

（容易に持ち運びができる

ポータブル型のものを除

く。） 

６ 電気自動車等充給

電設備（Ｖ２Ｈ） 

⑴及び⑵に該当するもの 

⑴ 一般社団法人次世代自動

車振興センターが実施する

補助事業の補助対象機器と

して登録されているものであ

ること。 

⑵ 電気自動車等の蓄電池か

ら電力を取り出し、分電盤を

通じて住宅の電力として使

用するために必要な機能を

有するものであること。 

７０，０００円 

７ 地中熱利用システ

ム 

地中の熱（冷熱を含む。）を

熱源として、その熱をヒートポ

ンプで汲み上げることにより、

暖冷房・給湯用のエネルギーと

して利用するもの 

７０，０００円 

 


